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� P.4～5「コンプライアンスへの取り組み」を参照

� P.16～17「日立金属グループ企業行動指針とステークホルダー」

を参照

� P.36「製品環境規制への対応」を参照

z REACH規制 (Registration, Evaluation, Authorization and

Restriction of Chemicals)：EU（欧州連合）域内にて、化学品

（Chemicals）を製造、輸入する場合に登録（Registration）、評

価（Evaluation）を義務付け、高懸念物質については、認可

（Authorization）、さらにリスクの高い物質には、禁止等の制限

（Restriction)を設けるEUの規則のこと。

独占禁止法違反への対応

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

当社は、配管機器カンパニーが製

造販売を行っております一部製品に

おいて競合他社との間で価格カルテ

ルを行っていたことにより、公正取引

委員会から排除措置命令および課徴

金納付命令を受けました。「日立金属

グループ企業行動指針」にあります

「法を守り正道を歩む」を行動の大原

則としていたにも関わらず、それに背

くような事態にいたったことは誠に

残念であり、心より深くお詫び申しあ

げます。この事態を真摯に受けとめ、

二度とこのような事態を起こさない

との決意のもと、経営陣および関係

者に対して厳正な処分を行いました。

当該カンパニーの責任者であるプレ

ジデントは、解任および降格とし、経

営責任として執行役の報酬および賞

与の一部返上を実施いたしました。

また、違法もしくは不適切な行為が

ないかを再度確認するため、コンプラ

イアンス委員がすべての営業部署お

よび関連部署に対してヒアリングお

よび調査を行うとともに、全拠点・全

従業員を対象としてコンプライアンス

教育を実施いたしました。そのほか、

当社グループが加盟している業界団

体のすべてを対象として、加入要否

を含めてその関わり方について適否

を調査し、違法な行為はもとより不適

当な行為がないように指示を徹底い

たしました。

当社のコンプライアンス体制は、担

当代表執行役を委員長とするコンプ

ライアンス委員会のもと、グループ会

社を含めた全組織にその実行責任者

を定めております。また、その事務局

として、CSR推進室コンプライアンス

グループを設けております。本体制の

もと、当社グループの行動指針である

「日立金属グループ企業行動指針」の

徹底、独占禁止法遵守についての定

期的なコンプライアンス研修および

法務担当者による定期的な監査など

さまざまな施策を進めてまいります。

また、コンプライアンス教育の場な

どを通じて、担当部署だけではなく、

社員一人ひとりが、自ら考え、自らの

行動を律することができるよう意識

の向上を図ってまいります。�

当社グループは「『最良の会社』を具

現して社会に貢献すること」を経営理

念に掲げて企業活動を推進しており

ます。その根幹には、「和すれば彊（つ

よ）し」という精神があります。これは、

自らを律し、ステークホルダーの

信託を担える企業をめざします。

代表執行役

執行役社長

持田　農夫男

トップメッセージ
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日立金属グループ『2007 CSR報告書』をご覧いただき、誠にありがとうござい

ます。まず、当社が、本年6月に公正取引委員会から一部製品の独占禁止法違反

（不当な取引制限）について排除措置命令および課徴金納付命令を受けたことに

より、皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心より深くお詫び

申しあげます。

この度の重大な事態を受け、その対応とコンプライアンスを含めたCSR（企業の

社会的責任）に対する当社の取り組みについてご説明いたします。

また、本年より従来の『社会・環境報告書』から、CSR活動報告を中心とした

『CSR報告書』に改め、ステークホルダーの皆様に企業情報をお伝えするコミュ

ニケーションツールとしての充実を図りたいと考えております。

当社グループがめざす

「最良の会社」
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

コンプライアンス体制の強化

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



従業員がただ単に職場での人間関係

を良くするのではなく、自立した個人

として互いに意見をぶつけ合い共通

の目的に向けて切磋琢磨し、和を築い

ていくことであり、この精神が「最良の

会社」を具現する基本であると考えて

おります。

また、経営においては「質の創造」

を重視し、素材をベースとした付加価

値のある製品を世の中に送り出す

「開発型企業」であることを自負して

います。そして「高品質な製品を提

供し続け、その価値をさらに高めた製

品づくりをとおして社会に貢献し、お

客様とともに当社グループが持続的

に成長する」、これがめざすべき「最

良の会社」と考えております。

当社グループのめざす「最良の会

社」は、ステークホルダーの信頼を得

て初めて成り立ちます。当社グループ

の行う事業活動は、ステークホルダー

の皆様と密接に関係しております。例

えば、製品の品質問題であればお客様

にご迷惑をおかけいたします。また、

業績が思わしくなければ株主の皆様

の信頼を裏切ることになります。

ステークホルダーの皆様と信頼関

係を構築し、ともに持続的成長を図る

ことを目的として「日立金属グルー

プ企業行動指針」を定めております。

この方針は、“企業が、事業活動とス

テークホルダーの関わりの中で、社会

や環境に関する問題意識を持ち責任

ある行動を取ることが、企業や社会

の持続的成長を可能にする”という

CSRの考え方を基本としております。

この企業行動指針を、当社グループ

における「CSR活動取り組み方針」

と位置付け具体的なCSR活動を行っ

てまいります。�

現在の環境緊急課題として地球規

模での対応が求められている地球温

暖化への取り組みに対し、当社グルー

プでは製品製造時の温暖化物質の排

出削減およびお客様での製品使用時

の省エネルギーなど環境負荷の低減

に寄与する環境親和製品の拡充を積

極的に図ってまいります。2010年度

には1990年度対比二酸化炭素の排

出量を10％低減し、国際的約束を果

たします。

資源循環の観点からも要求の高まっ

ている循環型社会の実現、および人

の健康問題への関心の高まりから有

害化学物質の使用禁止、削減などの

環境負荷低減に向けた企業活動が重

要視されております。当社グループで

は、早くから廃棄物の削減・再資源化

に取り組んでまいりました。自社内で

排出される材料のリユース、リサイク

ルをはじめ、他業種からの廃棄物を積

極的に利用しております。当社グルー

プは天然素材を使用し生産を行う「動

脈産業」であるとともに、排出物のリ

ユース、リサイクルを進める「静脈産

業」でもあります。現在、排出物の

94％について再資源化を達成いたし

ましたが、これをさらに進め2010年

度までにゼロエミッション（再資源化

率99％以上）をめざしてまいります。

一方、有害化学物質への対応につき

ましては、EU指令に対応した特定物

質の使用禁止措置を完了し、万一の流

出時を想定したトレーサビリティシス

テムの構築を完了させました。今後は

新たなREACH規制zなどに対応し

た措置を早急に確立いたします。�

ステークホルダーの皆様の信頼を

得るためには、経営の透明性を確保

し、企業情報を正しくお伝えすること

が最も重要であるとの考えに基づき、

従来の『社会・環境報告書』を改め、

CSR活動報告を中心とした『CSR報

告書』といたしました。

この『CSR報告書』は、企業として

社会的責任を果たす意味をわれわれ

自身が考える有効な手段であり、機会

でもあります。当社グループに携わる

すべての人々が、コンプライアンスを

含めたCSRを真剣に考え、語り合う

ことで正しい事業活動を行うことが

できると考えております。

日立金属グループ全社員は、ステー

クホルダーの皆様からのご信頼を強

固にするためこれからもCSR活動を

推進してまいります。引き続きご支

援・ご指導を賜りたく、よろしくお願い

申しあげます。

2007年7月
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当社グループのCSR活動

取り組み方針
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独占禁止法違反への対応

当社は2006年11月14日にガス用ポリエチレン管及び同継手の製造販売業者らが共

同してガス事業者向け販売価格を決定している疑いにより、公正取引委員会の立ち入り

検査を受け、2007年6月29日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。

また、2007年3月1日にはガス用ステンレス製フレキシブル管及び同継手の製造販売

業者らが共同して販売価格を決定している疑いにより、再度、公正取引委員会の立ち入

り検査を受けました。かかる事態を重く受け止め、今後このような事態を招くことのない

ように、下記のとおり遵法意識再徹底の推進、加入業界団体の見直しなどの再発防止策

を実施しております。

1. 緊急再発防止策

（1）遵法意識の再徹底

①営業管掌役員による全営業支店巡回緊急会議の開催（2006年11月）

実績・・・・・・・・・ 7事業所 116名

②役員およびコンプライアンス部門による独占禁止法遵守巡回教育の実施

（2006年12月～2007年3月）

実績 ・・・・・・・・・ 64ヵ所 2,583名

③弁護士による役員向けコンプライアンス講習の実施（2007年2月）

実績 ・・・・・・・・・・・ 1回 19名

（2）コンプライアンス委員会による特命監査（社内調査委員会）を実施

全事業所の書類（課金、加入団体書類）の閲覧および聞き取り調査を行うととも

に、営業に関わる全員に「誓約書」を提出させました。

（3）業界団体の見直し

日立金属グループが加入しているすべての業界団体を見直すため加入団体調査

書により報告させ、特命監査（社内調査委員会）を行い、今後は、①規格・技術に関

する団体に限定、②出席者の限定、③記録簿の作成などの基準を設けて加入可否

の見直しを行っています。

2. 恒久的防止策

（1）コンプライアンス研修の充実

（2）コンプライアンス監査の充実

（3）eラーニングによる独占禁止法自己監査

（4）グループ会社の遵法教育の再徹底と監査の充実

今後の方針

1.“法を守り正道を歩む”を行動の基本とする。

2. CSR経営の根幹である法令遵守の徹底を行う。

3. 価格カルテルと疑われる行動を取らない。

コンプライアンスへの取り組み
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コンプライアンスに対する取り組み

1. コンプライアンス教育内容

コンプライアンス研修実施状況

2006年4月 大学卒新入社員導入研修

7月 新任副参事研修：2回

9月 新任係長研修

9月 会社概要研修

12月 新任マネージャー研修

12月 グループ会社債権管理責任者会議

2007年1月 グループ会社管理者研修

2. コンプライアンスおよびリスク監査実施状況

2006年度上期

・・・・・カンパニー、営業支店、グループ会社：9ヵ所

2006年度下期

・・・・・カンパニー、営業支店、グループ会社：4ヵ所

コンプライアンス・ホットライン

2005年4月に「日立金属コンプライアンス・ホットライン

規則」を制定し、当社およびグループ会社における違法ま

たは不適切な行為を防止し、早期に是正するための内部通

報制度をスタートさせました。これは、当社およびグループ

会社で働くすべての従業員が電子メールや封書で職場の

問題を相談できる仕組みです。上司に相談できない、あ

るいは相談しても聞いてもらえない場合に直接、当制度

を利用して問題解決を図ることができる制度です。

5

本社での実施風景

支店営業所での実施風景

工場での実施風景

工場での実施風景

グループ会社での実施風景 グループ会社での実施風景

支店営業所での実施風景

工場での実施風景

日立金属の場合 

法令違反・ 
社内ルール違反などの発生 

問題事項の改善 

ホットラインに連絡 

上司に 
相談できる 

問題解決の 
成否 

上司に 
相談できない 

Yes No

日立金属グループ会社の場合 

法令違反・ 
社内ルール違反などの発生 

問題事項の改善 

ホットラインに連絡 

上司に 
相談できる 

問題解決の 
成否 

上司に 
相談できない 

Yes No

グループ会社内に同様の 
制度はあるのか？ 

グループ会社の制度を 
  活用する 

Yes No

独占禁止法遵守巡回教育の実施状況



コーポレート・ガバナンス
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指名委員会 

経営会議 
〈内部統制機能〉 

監査委員会 

報酬委員会 

株主総会 

取締役会 

執行役 
（社長） 

業務担当部門 

カンパニー 
コーポ 
レート 

取締役会 
事務局 

監査室 
〈内部統制機能〉 

会計 
監査 

連携 

〈リスク管理〉 

職務執行の監査 

執行役の選解任 
職務執行の監督 

取締役の選解任 
選解任 

取締役の選解任議案 会計監査人の 
選解任議案 

補助に 
関する 
指揮・命令 

補助に関する 
指揮・命令 

指揮・命令 

CSR推進室 
〈内部統制機能〉 

会計監査人 

報酬の決定 

内部統制 
システムの整備 
コンプライアンスの推進 

業務監査 

コーポレート・ガバナンス体制の模式図

当社は、経営の透明性および効率性を確

保し、ステークホルダーの期待に応え、企

業価値を増大させることがコーポレート・

ガバナンスの基本であり、経営の最重要

課題のひとつであると認識しています。

このために、経営の監督機能と業務執行

機能が、それぞれ有効に機能し、かつ両者

のバランスのとれた組織体制を構築する

ことが必要であると考えています。また、

タイムリーで質の高い情報開示がコーポ

レート・ガバナンスの充実に資すると考

え、決算内容にとどまらず、定期的に個別

事業の内容や中期経営計画の開示を行っ

ています。

コンプライアンスについては、コーポレー

ト・ガバナンスの根幹であるとの認識の

もと、単に法令や社内ルールの遵守にと

どまらず、社会倫理および道徳を尊び、社

会の一員であることを自覚した企業行動

を取ることとしています。

取締役および執行役の報酬については、

取締役および執行役が中長期的視点で

経営方針、中期経営計画および年度事業

予算を立案・決定および実行することで

当社の企業価値を増大させ、ステークホ

ルダーに資する経営を行うことへの対価

と位置付け、短期および中長期的な会社

の業績を反映した報酬体系とすることを

方針としており、具体的な額は報酬委員

会で決定しています。

基本的な考え方

当社は、委員会設置会社の機関構成をと

っています。この体制のもとで取締役7

名のうち3名の社外取締役（うち2名は、

親会社である株式会社日立製作所の取

締役および執行役）を選任し、会社法の規

定に基づき指名委員会、監査委員会およ

び報酬委員会を設置しています。指名委

員会および報酬委員会はおのおの5名の

委員（うち3名は社外取締役）、監査委員

会は4名の委員（うち3名は社外取締役）

で組織しています。

指名委員会は、株主総会に提出する取締役

の選任および解任に関する議案の内容を

決定する権限等を有する機関です。

監査委員会は、取締役および執行役の職

務の執行の監査ならびに株主総会に提

出する会計監査人の選任および解任等に

関する議案の内容を決定する権限等を有

しています。

報酬委員会は、取締役および執行役の報

酬の内容の決定に関する方針およびそれ

に基づく個人別の報酬の内容を決定する

権限等を有しています。

なお、当社は、取締役会および委員会の職

務の執行を補助するため取締役会事務

局を設置し、取締役会および委員会の担

当者を置いています。

業務執行については、取締役会から執行

役に対して、業務の決定権限を大幅に委

譲し、意思決定の迅速化を図っています

が、一定の重要な事項については、執行役

全員で組織する経営会議において審議を

行ったうえで、当該事項に係る権限を有す

当社の機関内容
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zCOSOフレームワーク：米国で最も一般的に適用されている内部統制の基本的枠組みで、日立グループも採用した。

る執行役が決定することとしています。

また、製品・市場の異なる複数の事業を

擁する当社の特質を勘案し、全社的な戦

略的意思決定機能と個別事業における業

務執行機能を分離するため、社内カンパ

ニー制度および執行役員制度を採用して

おり、グループ戦略を含む全社的な戦略

的意思決定機能は執行役が担い、個別事

業の執行はいわゆる執行役員に相当する

事業役員が担うこととしています。

内部監査組織の状況

当社は、内部監査を担当する部門として

監査室を置いています。監査室は、年間

の監査実施計画および監査方針を作成

し、これに基づき定期的に各事業所・各グ

ループ会社の業務執行状況および経営

状況を実査するほか、必要に応じて臨時

監査を実施し、業務などの是正勧告を行

っています。

監査委員会監査組織の状況

監査委員会は、取締役および執行役の法

令・定款違反、経営判断の妥当性、内部統

制システムの有効性の監査ならびに会

計監査を担っています。監査委員会の職

務の執行は取締役会事務局の監査委員

会担当者が補佐しています。監査委員会

担当者は、執行役からの独立性を確保す

るため、ほかの業務執行部門の職位を兼

務しないこととしています。

監査委員会は、通常監査として、年間の

監査実施計画および監査方針を作成し、

これに基づき重要事項の報告・聴取、監

査委員による各事業所および各グルー

プ会社への往査などの手段により、監査

を行っています。

内部監査および監査委員会監査の状況

当社の内部統制システムの整備の状況

は、以下のとおりです。

①執行役の職務の執行が法令および定

款に適合し、かつ、効率的に行われる

ことを確保するために、執行役全員で

構成する経営会議を組織し、全社的に

影響を及ぼす一定の重要な経営事項

については、同会議で審議したうえで、

権限を有する執行役が決定することと

しています。

②コンプライアンス担当部門を所管し、

全社的なコンプライアンス体制を統括

する責任者を置いています。

③CSR推進室を設置して、コンプライアン

スおよび社会貢献など、企業の社会的

責任に関する取り組みの全社的な推

進を図っています。

④当社およびグループ会社の従業員な

どが、業務における法令などに対する

違反行為にかかる事実を発見したとき

に、不利益を受けることなく専用窓口

を通じてその事実を報告できるよう、

コンプライアンス・ホットラインを設け

ています。これにより、違法行為などの

早期発見と是正を図っています。

⑤社長直轄の監査室を設置して、法令お

よび社内規則の遵守状況ならびに業

務の効率性などについて、当社各部門

および各グループ会社に対して内部監

査を実施しています。内部監査の結果

については執行役社長および監査委

員会に報告するとともに、指摘事項の

是正状況の確認を行っています。

⑥米国における企業改革法（Sarbanes-

Oxley Act）の要請に基づき、標準的な

フレームワーク（COSOフレームワー

クz）に基づいた財務情報に関する内

部統制システムの整備を進めており、

財務報告に反映すべき事項全般につ

いて、文書化された業務プロセスの実

行と検証を行っています。併せて、金

融商品取引法の要請に基づく内部統

制の整備への準備を進めています。

内部統制システムの整備の状況

リスク管理については、コンプライアン

ス、財務、調達、環境、災害、品質、情報管

理および輸出管理などにかかるリスクに

ついてコーポレートの各業務担当部門に

おいて、社内規則およびガイドラインなど

を制定して、教育・啓発活動および業務

監査などを実施し、カンパニーの関係業

務担当部門と連携してリスクを回避・予

防および管理しています。また、当社は

法律事務所と顧問契約を締結しており、

重要な法務問題に関しては適宜、相談を

行って対応しています。

リスク管理体制の整備の状況



持続可能な社会の構築に向けて

CSR活動への取り組み
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日立金属グループは創業以来「『最良の会社』を具現して社会に貢献すること」を経営

理念に掲げ事業活動を行ってきました。この経営理念は日立金属グループのCSRに対

する考え方を的確に表しています。

「最良の会社」とは、時代とともに変わっていかなければなりません。それは、社会の要請

に柔軟に対応し、従業員一人ひとりが日々の業務の中で自らを高めていくことで当社グ

ループが持続的成長を成しえ、社会に貢献することができるという会社です。

当社グループのCSR活動は「最良の会社」を具現するためのものです。そのため、当社グ

ループの持続的成長はCSR活動なくしては成しえません。CSR活動の根幹は法令遵守で

あり、そのうえで経済性、社会性、環境性の調和のとれた企業活動があり、常に社会に存在

する責任を自覚し、多種多様のステークホルダーとより良い関係を保ちながら事業活動

を行うことが当社グループのCSRという考え方です。企業はステークホルダーの信頼が

なくては存続しません。その信頼を勝ちえるため時代に合った感性を磨きながら、誠実で

透明性のある企業活動を行っています。そしてCSRを経営の根幹に据え、持続的成長を

確実にすることで、より良い社会づくりに貢献できる「最良の会社」をめざしています。

日立金属グループのCSRに対する考え方

「日立金属グループ企業行動指針」制定

｢日立金属行動指針｣および｢コーポレートステートメント｣を統合し、これからの企業経営

に必須といわれるCSRの考え方を中心に編集した｢日立金属グループ企業行動指針�｣

を制定しました。これは日立金属単体で取り組むものではなく、日立金属グループ各社が

CSRの考え方を共有しながらグループに働く従業員が一体となって取り組むことで持続

的成長を可能にする、グループの憲法ともいうべき指針です。

1. 日立グループCSR連絡会

2006年：5月15日、7月6日、9月25日、11月1日

2007年：2月21日

2. ｢日立金属グループ企業行動指針｣の制定

制定日：2006年7月26日

考え方：従来の｢日立金属行動指針｣および｢コーポレートステートメント｣を統合し、CSRの視点

（社会的責任、誠実さ、透明性、信頼性、環境、持続的成長、多様性の尊重、差別のない企

業活動など）を盛り込んでいる。

3. ｢日立金属グループ企業行動指針｣の浸透策

（1）当社ホームページ（http://www.hitachi-metals.co.jp/corp/corp09.html）および社内イントラ

ネットへの掲載

（2）日立金属グループ各社社内にポスターを掲示

（3）従業員向けにパンフレットを作成・配布

（4）従業員向けにプラスチック製の小型カード�を配布

（5）「日立金属グループ企業行動指針」説明会の実施

CSR活動の足がかりとして、「日立金属グループ企業行動指針」をCSRの視点から日立金属

グループ各社に説明し、浸透施策を行いました。

8月30日～10月30日

日立金属 8-9月 28ヵ所 954人

日立金属グループ各社 10月 16社 630人

2006年度 CSR活動報告

� 表紙裏ページ、P.16～28「社会性報告」を参照

� 表紙裏ページの写真を参照

パンフレット
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日立金属グループは、企業活動そのもの

がCSR（企業の社会的責任）活動である

と考えています。現在のように企業の社会

的責任が強く意識されていない時代から、

当社グループの事業活動は資源循環の仕

組みになくてはならない存在でした。当社

グループは、動脈産業zのなかでは上流

に位置付けられる素材メーカーです。しか

し、各産業から排出される不要物に新た

な価値を与え、資源として蘇らせる役割を

果たしており、静脈産業xのなかでは、最

下流に位置付けられます。このように、当社

グループは循環型社会という言葉が存在

しなかった時代から、資源循環という仕組

みづくりの先頭を走り続けているのです。

当社グループの多くの事業は、高度な生

産技術を駆使し、自社内で排出される材

料のリユース、リサイクルをはじめ、他業種

からの排出物を有効に使用することによ

りバージン材の使用を極力少なくすると

ともに、高級金属製品、電子・情報部品、高

級機能部品などの高機能材料を生み出す

ことによって社会に貢献しています。さら

に、当社グループの製品は、高効率・省エ

ネルギー性、有害物質の削減、リサイクル

容易性など環境に配慮されており、お客様

にご使用いただく際の環境負荷の低減に

も大きく寄与しています。当社グループ

の環境負荷のみならず、原料の調達から

お客様の使用時および廃棄に至るまでの

ライフサイクル全体を通して環境に与え

る負荷を低減することが、持続可能な社

会の構築に向けた当社グループの使命で

あり、ビジネスを展開するうえでの基本と

なっています。

当社グループは事業活動自体が環境保全

や社会的側面の役割を担っている部分が

あり、経済的側面を含め、調和のとれたビ

ジネスモデルを構築しています。今後も、

持続可能な発展のために必要な、経済的

側面・社会的側面・環境保全の調和のとれ

た成長をめざしていきます。

z 動脈産業：主に天然資源を使用して、私たちの生活に有用な製品を生産する産業のこと。

x 静脈産業：使用済み製品や工場・家庭などからの排出物を回収、分別、処理して再資源化する産業のこと。

●
●
●
●

●
●
●

動脈ルート 

静脈ルート 

材料ルート 

●●●●●●

●●●●●
●●

●●
●●
●

リサイクル会社により 
原材料化 

省
エネ
・有害物質の削

減

環境親和製品 
高機能製品 

排出物 
資源化処理 

工程内リユース・ 
リサイクル 

バージン材の使用 

廃棄物を 
適正処理 

廃棄物を 
適正処理 

使用済み 
製品 

排出物 

製造循環 
動脈産業 

製品循環 
動脈産業 

社会的循環 
静脈産業 

高度生産技術に 
よる高性能材料 
への変換 

お客様 
使用時の環境
負荷の低減 

回収・リサイクル 

収集・運搬会社 

廃棄
物削減

日立金属グループサスティナブルビジネスモデル：資源循環について

資源循環図



当社は、2006年7月に“企業が、事業活動とステークホルダーの関わりの中で、社会や

環境に関する問題意識を持ち、責任ある行動を取ることが、企業や社会の持続的成長を

可能にする”というＣＳＲの考え方を基本とし「日立金属グループ企業行動指針」を新た

に制定いたしました。日立金属グループは、経営理念に掲げている「『最良の会社』を具

現して社会に貢献する」ため、企業行動指針を日立金属グループの「ＣＳＲ活動取り組み

方針」と位置付け、2010年度までの「日立金属グループＣＳＲロードマップ」を策定し、

具体的な取り組みを行います。

CSR活動への取り組み

10

2007年度 主なCSR活動の取り組み計画

1． 社会的責任と社会倫理の自覚
 社員教育によるCSR共通認識の醸成。社員のCSR意識調査の実施。継続的なコンプライアンス教育・

啓発。製品事故未然防止策の徹底。企業倫理・コンプライアンスに関する現状調査・分析。 

2． ビジネスパートナーと共に成長 取引先のＣＳＲ取り組み状況の調査。ＣＳＲ活動取り組み方針の取引先への提示によるCSR認識の共有。 

3． 社会とのコミュニケーションの促進 ステークホルダーに対する情報開示の拡充。情報漏えい防止策の徹底。 

4． 次世代に引き継ぐ環境に配慮
 温暖化物質の排出削減。環境親和製品の拡充。3Rzの継続的推進。地球温暖化防止活動への積極的

参加。 

5． 働きやすい職場づくりと社会への貢献
 職場環境・職場安全の継続的な実態調査。人材育成プログラムの充実。社員の社会貢献意識調査。地域

に根ざした社会貢献活動の継続。 

2007年度 主なCSR活動 CSR活動取り組み方針 

z 3R：Reduce(排出物の発生抑制・減容化)、Reuse(再使用)、Recycle(再利用)を通じて資源循環利用を促進すること。

06年4月 07年4月 08年4月 09年4月 10年4月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSR活動取り組み
方針制定および 
教育・浸透 

 
 
 
 
 
 
 

CSR活動取り組み 
教育・浸透 

CSR活動取り組み
方針に基づく 
現状把握 

 
 
 
 
 

CSR活動の 
検証・評価 

 
 
 

CSR活動の 
最適化と 

戦略的CSRの実践 

 
 
 

グループ一体の 
社会的課題への 
取り組み 

「最良の会社」 
の具現 

2010年 

日立金属グループCSRロードマップ

「日立金属グループ企業行動指針」と「CSR活動取り組み方針」を一つに展開



経済性報告  
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2007年3月期

財務ハイライト（連結）

12

単位：百万円

2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期

売上高 408,658 420,080 559,540 590,678 646,311

営業利益 12,599 18,576 40,401 47,502 54,722

当期純利益 738 3,408 15,218 17,165 22,062

設備投資額 16,232 17,628 25,614 29,640 36,787

研究開発費 8,867 9,180 9,897 12,054 12,965

単位：％

自己資本利益率（ROE） 0.5 2.2 9.7 10.0 11.7
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高級金属製品

●特殊鋼カンパニー

●ロールカンパニー

●日立ツール株式会社

主要製品

金型・工具用材料、電子金属材料

（ディスプレイ関連材料・半導体などの

パッケージ材料）、各種ロール（鉄鋼圧延用ロール・非鉄金属圧延

用ロール・非金属用ロール）、射出成形機用部品、構造用セラミック

ス部品、鉄骨構造部品、鍛鋼品、切削工具

経 済 性 報 告

13

事業紹介

電子・情報部品

●NEOMAXカンパニー

●情報部品カンパニー

●軟磁性材料カンパニー

主要製品

マグネット（フェライト・希土類

［NEOMAX®］・鋳造・ボンドマグネット

およびその応用品）、携帯電話用部品（アイソレータ・積層部品）、

IT機器用材料・部材、軟質磁性材料（ソフトフェライト、ナノ結晶軟

磁性合金［ファインメット®］、アモルファス金属材料［Metglas®］）

高級機能部品

●自動車機器カンパニー

●配管機器カンパニー

●日立機材株式会社

主要製品

高級ダクタイル鋳鉄製品、耐熱鋳

造製品、アルミホイール、その他アルミニウム製品、各種管継手、

ステンレスおよびプラスチック配管機器、冷却水供給装置、精密流

体制御機器、内装システム、構造システム

サービス その他

主要製品

環境分析・コンサルティング、金属

材料の分析・調査・解析、その他の

販売・サービスなど

高級金属製品 
37%

電子・情報部品 
23%

高級機能部品 
29%

サービス 
その他 

11%

07年
3月 

06年
3月 

05年
3月 

300,000

200,000

100,000

0

百万円 

売上高 
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246,075

273,567
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3月 

300,000

200,000

100,000

0
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売上高 
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159,953

169,321
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300,000
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100,000

0
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売上高 

172,896
184,322

210,487
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3月 

06年
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05年
3月 

300,000

200,000

100,000

0

百万円 

売上高 

102,039

69,423 78,272

日立金属グループは、高級金属製品、電子・情報部品、高級機能部品という大きな3つの事業セグメントを中心とした、

特色ある高度な技術開発力を持つ「開発型企業」です。さまざまな産業のお客様のご要望にお応えし、社会に貢献しています。

そしてこれからも、明日の技術を支える素材の開発に注力することで、未来の社会を支えるとともに、持続的な成長を続けていきます。

液晶用ターゲット材

圧延用ロール

切削工具

マグネット

アモルファス金属材料

3軸加速度センサー

ガス配管用PE管
および継手

大口径・高意匠
アルミホイール

（注）事業別売上高構成比は、各事業間の内部売上高または振替高を含んだ数値に基づいて算出しています。

金型材



中期経営計画策定に対する考え方

日立金属グループは、特色ある高度な技術開発力を持つ「開発型企業」であり、自動車やIT関連など、さまざ

まな産業になくてはならない高機能部品材サプライヤーとして事業を展開してきました。そのなかで、当社

グループの経営課題は事業構造を「成熟」から「成長」へ転換し、持続的成長が可能な企業体質を構築するこ

とであり、2006年3月を最終月とする2年間にわたる2005年度中期経営計画において、その足固めとなる

アクションプランを実行してきました。

このような状況のもと、日立金属グループは2006年度から2010年度にかけて、いよいよ本格的な成長のス

テージを迎えます。当社グループがめざすのは持続的成長であり、そのひとつのビジョンとして「2010年度に売

上高7,000億円、営業利益700億円の実現」を掲げています。今回策定した中期経営計画は、2008年度まで

の3ヵ年にわたるものですが、2010年ビジョンを実現していくためのアクションプランという位置付けです。

経営計画

14

期
待
成
長
率 

＊数値：億円 

高級機能部品 

  05年度 08年度 

 売 上 高 1,843 2,060 
  （年率＋3.8％） 
 営業利益 93 150

高級金属製品 

  05年度 08年度 

 売 上 高 2,461 2,640 
  （年率＋2.4％） 
 営業利益 228 240

電子・情報部品 

  05年度 08年度 

 売 上 高 1,600 1,920 
  （年率＋6.3％） 
 営業利益 171 230

高シェア 

自動車 
機器 

機材 
配管 特殊鋼 

ツール 

ロール 

NEOMAX

情報 
部品 

軟磁 

No.1ブランド群 Hercunite®            ® NEOMAX ®

     Gourd ® HINEX ® FINEMET ®

Metglas®

自動車機器 

配管機器 

日立機材グループ 

ロール 

特殊鋼 

日立ツールグループ 

NEOMAX 

情報部品 

軟磁性材料 

9つのコア事業 

 08年度 中期 

市場別期待成長 

 08年度 中期計画 

自動車関連 

28％ 

エレクトロニクス＆ 
エネルギー関連 

36％ 

インフラ関連 

36％ 

当社グループの 
市場ポートフォリオ 

 08年度 中期 
成長ドライバー 

低エミッション 
省エネルギー 
高効率 

エコマテリアル 
省エネルギー 
小型化 

長寿命 
高機能 

省エネルギー 

●高付加価値 

●シェアNo.1 

●グローバル成長 

●オリジナリティ 

●グローバルな 
　市場拡大 

●ゼロエミッション 

●省エネルギー 

●デジタル化 

4％／年 
の成長 

成長戦略：セグメント別成長

市場別成長戦略チャート



社会性報告
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日立金属グループ企業行動指針と

ステークホルダー

とは？

日立金属グループは持続的成長が可能な社会の実現に向けて、ステークホルダー

との信頼関係を築いていきます。企業活動そのものがCSR（企業の社会的責任）

活動であることを全従業員が自覚し、さまざまな課題に取り組みつつ、より良い社

会の創造に向けた誠実な企業活動を行っています。

16

Materials Magicは、日立金属グループ全体の

価値を表すコミュニケーションシンボルです。

赤い箱は競争力の源泉

黄色い部分は「技術」「仕組み」

「一人ひとりの考え方・行動パターン」

箱の底には「企業文化」「DNA」

そして箱を支える足は、

これらを支える社員一人ひとりを表しています。

お客様から見ると

課題を解決し、価値を生み出してくれる人材、製品、技術、設

計、アイデア、サービスなど、すべてがMaterialsです。私た

ちはお客様のニーズを形にして、最良のソリューションを実

現します。それが「Materials Magic」です。

私たちのモノづくりは

特色ある高度な技術開発力を持つ「開発型企業」として、質

にこだわる経営を実践してきました。これからも「質の創造」

に挑戦し、社会に貢献できる高機能部品材を提供し続けて

いきます。それが「Materials Magic」です。

私たち一人ひとりが

知恵や知識、蓄積してきた経験などあらゆるMaterialsを

結集し、成長への原動力となります。

それが「Materials Magic」です。

5

32

4

4

5
31社会 

地球 従業員 

株主・ 
投資家 

お客様・ 
お取引先 



社 会 性 報 告

社会に対して

社会的責任と社会倫理の自覚

"法を守り正道を歩む"を行動の基本とし、企業活動の社会に与える影響と

責任を自覚し、高い倫理観のもと誠実な企業活動を行います。国際的な事

業活動においては、国際ルールと各国の法律を遵守するとともに、現地の

宗教、文化、習慣を理解し、その発展に貢献します。

17

1
お客様・お取引先に対して

ビジネスパートナーと共に成長

独自の基盤技術と新しい技術に挑戦し、お客様に喜ばれる高品質で安全な

製品・サービスを提供し、お取引先と公正かつ適正な取引を行います。これ

らのビジネスパートナーと社会的責任意識を共有し、共に成長する企業活

動を行います。

2
株主・投資家をはじめとした社会に対して

社会とのコミュニケーションの促進

株主をはじめ広く社会に対し、公正かつ透明性の高い企業情報を適時・適

切に開示するとともに、社会との双方向のコミュニケーションを促進し、信

頼関係を築きます。

3
地球に対して

次世代に引き継ぐ環境に配慮

地球環境を守り、次世代に引き継ぐという自覚を持ち、環境に配慮し限りあ

る資源を有効に利用します。また、新たな価値を生み出す新製品・新事業の

創出を通じ、高品位の環境親和製品を提供し持続的な成長を目指します。

4
従業員・社会に対して

働きやすい職場づくりと社会への貢献

従業員の個性を尊重し多様な人材が能力を発揮できる、安全で働きやすい

職場づくりをするとともに、仕事を通じた自己啓発を促します。また、社会

の人々との相互信頼を確保し、誠実で差別のない企業活動を行います。

そして"良き企業市民"として継続して社会に貢献します。

5

P.18

P.20

P.22

P.24

P.26



日 立 金 属 グ ル ー プ 企 業 行 動 指 針

1

社会的責任と社会倫理の自覚

日立金属グループは「『最良の会社』を具

現して社会に貢献する」という経営理念

のもと、従来の「日立金属行動指針」およ

び「コーポレートステートメント」を統合・

改廃し、CSRの視点を盛り込み、2006

年7月に「日立金属グループ企業行動指

針」を新たに制定しました。このグルー

プ企業行動指針は“法を守り正道を歩む”

を行動の基本として掲げていますが、単

なる法令遵守にとどまらず、高い自己規

律で企業および従業員が取るべき行動

の基準を具体的に示したものです。

また、持続的成長を可能にするCSRへ

の取り組みも具体的に示し、社会の持続

的成長を企業の立場から積極的に果た

すことをうたったものです。

日立金属グループは、この指針を従業員

の目に触れるよう全グループ会社の事業

所に掲示し、日々の企業活動のなかで繰

り返し読み、行動の原点に立ち返ること

をめざしています。

日々の企業活動では法規範・社内規範に

則した法令遵守の行動が重要ですが、こ

れは企業市民として、最低限守らなけれ

ばならない規範です。そのため、社員一

人ひとりが日々の企業活動のなかで、法

規範・社内規範を超えたところで、現代

社会の良識にかなっているか、社会が企

業に何をどこまで要請しているかを感じ

取って行動することが重要であり、これこ

そが日立金属グループのコンプライアン

スの基本と考えています。

日立金属グループのコンプライアンス

18

日立金属グループのコンプライアンス体

制は、2005年10月に確立したもので、

代表執行役を統括責任者とするコンプラ

イアンス委員会を設置し、推進事務局は

CSR推進室が担当しています。専門的

知見をもとに推進事務局を支援するコン

プライアンス推進委員は、各コーポレー

ト部門長が担当し、推進責任者は各カン

パニーや事業所の責任者が担当すると

いう体制をとっています。

また、コンプライアンス委員会のもとで、

事業所を対象としたコンプライアンス教

育や特命監査を行っています。�

コンプライアンス体制

コンプライアンス推進委員会　委員長 

推進委員 
各コーポレート部門長 

推進事務局 
CSR推進室 

主管部門 

  
コーポレート カンパニー

 事業所 国内連結子会社
 海外連結子会社

 
    海外駐在員事務所 関連会社 

 推進責任者 センター長、室長 プレジデント 事業所長
 社長 海外事業所責任者 

     （役員） （駐在員） 

 
推進担当者 担当部課長 企画担当部課長 勤労課長 勤労担当部課長

 勤労担当課長に 
      準ずる者 

グループ会社室 
海外事業企画 
センター 

コンプライアンス推進委員会の組織図

社会に対して

� P.4～5 「コンプライアンスへの取り組み」を参照

� 個人情報保護方針

http://www.hitachi-metals.co.jp/corp/corp12.html



 社    長 

 個人情報保護／情報セキュリティ委員会 個人情報保護／情報セキュリティ全体を統括 
   ●計画の審査承認 

  事務局 ●計画の立案・実行・見直し・規則改定・教育・自己監査 
 
 

 
  個人情報保護／情報セキュリティ責任者（事業所長） 事業所全体の個人情報保護／情報セキュリティを統括 
 

  実行責任者（事務局） ●個人情報保護／情報セキュリティ分野の推進と管理運用の統括 
   ●個人情報に関する本人からの苦情・請求受付窓口 

  情報システム管理者 ●情報システムの管理運用 
   ●情報システムのセキュリティ対策 
   ●情報システム利用者への教育・指導 

 個人情報取扱管理者 

 情報資産管理者 

事業所体制 

部署 
●個人情報の適切な取り扱い手続き管理 
●個人情報の安全管理 

●情報資産の分類とリスク分析 
●情報資産の管理運用 

グループ会社 

個人情報保護／情報セキュリティ管理運営体制組織図

個人情報 
個人データ 
保有個人データ 

安全管理処置 
情報セキュリティ規則 

保護すべき個人情報の明確化 
（洗い出し・分類・登録） 

個人情報 
取扱業務基準の整備 

個人情報取扱 
管理者の設置 

本人からの 
問い合わせ 
窓口の設置 

取得　  利用　  管理 

守るべき 
情報資産 

管理者・利用者 
教育の実施 
●基本的な対策の実施 

●ルールを守り、 
安全な行動 

情報資産保護のための対策 
●管理的対策・ 
ルールの作成運用 

●技術的対策の推進 
ITによる情報漏えい防止 

保護すべき情報資産の明確化 
（情報資産の分類、リスク分析） 

情報セキュリティ体制の確立 
●計画・実施・評価・改善 
  （PDCAサイクルを確実に回す） 

●事故発生時の対応 

インターネットに代表されるITの発展は、

同時に情報セキュリティへの脅威も増大

させ、Winnyに代表されるように、ネット

ワークを通じた個人情報の漏えい事故

や不正アクセスなどの情報セキュリティ

事故が社会問題となっています。このよ

うな事故による事業上の損失や社会的

信用の失墜など、その影響は社会的にも

計り知れないものがあり、個人情報保

護／情報セキュリティ対策は経営上の極

めて重要な課題です。

このため、日立金属グループでは2004

年4月に｢情報セキュリティ基本方針｣を、

次いで2005年1月には｢個人情報保護

方針�｣を制定し、これらの方針に基づき

個人情報保護／情報セキュリティ対策に

関する体制を確立して取り組んでいます。

個人情報保護／情報セキュリティ体制 概要
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情報セキュリティ対策

「情報セキュリティ基本方針」およびその関連規則に基づき、情報資産を保

護するためのルールや手順などの管理的対策およびサーバやネットワーク

の不正アクセス対策や情報の暗号化などＩＴによる技術的対策、情報セキュ

リティに対する感度の向上のために情報システム利用者全員の教育の実施

などを計画的に推進しています。

個人情報保護対策

「個人情報保護方針」およびその関連規則に基づき、保有する個人情報は

すべて洗い出し、個人情報、個人データ、保有個人データごとに取得・利

用・管理に関する業務別取扱基準を整備し適切に取り扱っています。



z PS/PL PS：Product Safety（製品安全）

PL：Product Liability（製造物責任）

x RoHS指令：EU(欧州連合)が電気・電子機器に特定

有害物質の含有を禁止した規制のこと。（2006年7

月施行）

c ELV指令：EU(欧州連合)が廃自動車のリサイクルを

促進する目的で制定した指令。新車への特定有害物

質の含有禁止を含む。（2003年7月施行）

日 立 金 属 グ ル ー プ 企 業 行 動 指 針

ビジネスパートナーと共に成長

2

日立金属グループは、「最高品質の製品、

サービスをお客様に提供する」という品

質方針を掲げ、これまで構築してきた品

質保証技術に磨きをかけ、お客様とお客

様の先に存在する消費者の皆様に喜ばれ

る製品を提供することで、社会に貢献し

ていきたいと考えています。

品質保証体制図

お客様に喜ばれる製品づくりをめざす

日立金属グループの製品は素材・部品が

中心で、お客様も鉄鋼、自動車、エレクト

ロニクス業界と多岐にわたるため、製造

拠点ごとにお客様のご要望に応じた品質

保証を実施しています。国内製造拠点は

すべてISO9001（2000年版）または

ISO/TS16949の認証を取得して品質

保証体制を整えています。

また、日立金属グループは、北米、アジア

などに製造拠点を設け、適地適産を展開

しています。国内の製造拠点は海外製造

拠点のマザー工場として、製造技術と品

質の面から密接に連携し、指導を行って

います。そして、海外製造拠点についても、

そのほとんどがISO9001（2000年版）

の認証を取得しています。

コーポレートの品質保証部門はこれらの

拠点での活動が円滑に進むよう、品質保

証体制監査や品質管理技術講座の実施

などで側面からサポートしています。

品質保証体制

コーポレートの各部門と各カンパニーの

品質保証責任者は全社のPS/PLz委員

会を構成し、製品安全（PS）活動を展開

しています。新製品や開発品は徹底した

PSレビューを通じて安全な製品に仕上

げられます。また、全社のPS活動は工場

のPS活動と連携して製品安全をめざし

ます。日立グループ全体で取り組み中の

環境負荷物質管理についても一段と強

力に推進しています。

安全な製品の提供体制

すべての製品事故は、定められた情報ルー

トに従い、コーポレートやカンパニーに伝

えられます。製品事故の対策には、事故

の直接原因と、事故の背景となった間接

原因の2つの原因追究が必要です。日立

金属グループでは後者を「動機的原因の

追究」として特に重視し、再発防止に努め

ています。事故などの失敗から学ぶ活動

として、日立グループ伝統の「落穂拾い｣

会議があります。2006年度は各カンパ

ニーの国内外の製造拠点やグループ会

社など17ヵ所で開催しました。

品質問題の対応体制
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工場 
PS委員会 

カンパニー 
PS委員会 

全社PS/ 
PL委員会 

社　長 

カンパニー 
プレジデント 

カンパニー 
プレジデント 

技術担当役員 

本社品質保証グループ 

各コーポレート部門 

〈委員長〉 

〈事務局〉 

〈委　員〉 

〈事務局〉 

〈委　員〉 

品質保証責任者（技術担当部長） 

営業・企画・関連営業部門 

・・・ 

・・
・ 

・・・ 

・・
・ 

工場長 

〈事務局〉 
品質保証部門 

〈委員〉 
技術部門 

〈委員〉 
製造部門 

〈委員〉 
管理部門 

工場長 

お客様に対して
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調達方針日立金属グループは調達方針の筆頭に

｢法令・社会規範の遵守｣を掲げ、調達活

動を通じたCSRの実現に向けて取り組ん

でいます。

このCSR調達のためには、事業活動を

共同で行っている調達お取引先を含め

て社会的責任意識を共有する必要があ

ります。調達方針を広くお取引先に伝え

て、生産プロセス全体へCSRの考え方を

浸透・拡大させていきます。

CSR調達

日立金属グループは、産業の上流に位置

する素材メーカーとして環境に配慮した

環境親和製品の製造・販売に取り組みま

すが、そのためには材料・部品などを調

達する段階での環境負荷低減が不可欠

です。

日立金属グループの求める環境面での品

質を満たす製品やサービスを優先的に購

入するグリーン調達を推進し、2006年度

は金額ベースで75%まで高めました。

また、RoHS指令x・ELV指令cなど近

年本格化している化学物質規制に対処

するため、有害物質の徹底排除とその他

物質の適正管理を目的とした｢環境CSR

対応調達｣を2005年度にスタートしま

した。2006年度は国内外のグループ会

社においても展開しました。

グリーン調達

用紙類・文具・事務用品から着手したオ

フィスのグリーン購入は、現在、OA機器

などに対象を拡大しています。

調達担当窓口を一本化して、そもそもの

要否から判断し、新規に購入が必要な機

器類については省資源・省エネルギー設

計の製品を最優先させて調達活動を行っ

ています。

消耗品の購入は、グリーン購入法の特定

調達品目を確認して選定できるネット調

達の仕組みを取り入れた効果が上がって

おり、事業所・グループ会社などにも積極

的に導入していきます。

グリーン購入
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お取引先に対して

グリーンサプライヤー率（社数ベース）

グリーンサプライヤー 
75%

未認定 
25%

グリーン調達率（金額ベース）

03年度 04年度 05年度 06年度 

（注）指数：グリーン調達金額指数（03年度=100） 

指数 比率 
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

250

200

150

100

50

0

100

145
157

191

57.4%

71.9% 71.4%

75.0%

●法令・社会規範の遵守

●公平・公正な取引

●オープン・グローバルな調達

●パートナーシップの構築

●機密情報の保持

●環境の保全

資源確保が厳しさを増すなか、生

産に必要な原材料を保全し、限り

ある資源を有効に活用するため

に、スクラップなどの再生資源を

積極的に使用しています。

製品品質への影響については、

最新の携帯分析機器などを活用

しながら、綿密に受け

入れ検査を行って

います。
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社会とのコミュニケーションの促進

3

日立金属グループは、透明性の高い「開

かれた企業」として信頼を得るため、迅

速・正確かつ公平な会社情報の開示を適

切に進めるべく、社内体制の充実に努め、

タイムリーな情報発信を行っています。

コミュニケーション室を中心として各部

門が連携し、四半期ごとの決算情報開示

を行い、機関投資家・アナリストを対象と

した決算説明会なども開催しています。

また、決算情報にとどまらず、個別事業の

トピックスや中期経営計画の開示なども

積極的に行っています。

より詳しく経営方針などをご説明するた

めに、株主通信、アニュアルレポート（英

語版）、Webサイトをはじめとした情報発

信ツールを充実させるとともに、個人投

資家の皆様に向けては、四半期ごとの決

算発表後に決算IR広告を新聞に掲載し

て業績の概要をご報告するなど、当社グ

ループの価値をご理解いただくための

情報発信を行っています。

2006年12月には、日本経済新聞社が

主催する第55回日経広告賞の「IR広告

賞」を受賞し、情報開示に対する姿勢を

高く評価していただきました。

決算IR広告「投資家のみなさまへ」

2006年8月2日 日本経済新聞朝刊 全15段

タイムリーに情報発信
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株主・投資家をはじめとした社会に対して
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日立金属グループでは、株主・投資家の

皆様に対して広告やWebサイト、イベント

などさまざまなツールを通して情報発信

を行いながら、双方向コミュニケーション

を図っています。

株主・投資家との双方向コミュニケーション

展示会も、幅広い層の皆様と直接コミュ

ニケーションができる機会と位置付けて

います。また、株主・投資家の皆様に事業

内容を紹介し、当社グループに対する理

解を深めていただく場として、個人投資

家向けIRイベントにも出展しています。

株主・投資家情報サイト

http://www.hitachi-metals.co.jp/ir/indx_ir.html

個人投資家向けサイト

http://www.hitachi-metals.co.jp/mms/index.html

メールアドレス

hmir@hitachi-metals.co.jp

個人投資家向けIRフェア

東京モーターショー

株主・投資家情報サイト

個人投資家向けサイト

展示会
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日立金属グループIRサイトのご紹介

株主・投資家の皆様と当社グループをつなぐツー

ルとして、株主・投資家向けおよび個人投資家向け

Webサイトを開設し、適時開示資料やアニュアル

レポート、決算スライド資料などを掲載して、業績

に関する情報発信を行っています。

そのほかにIR専用のメールアドレスも設置し、株主・

投資家の皆様の声を聞くコミュニケーションツー

ルのひとつとして活用しています。

●CEATEC JAPAN

●東京モーターショー

●エコプロダクツ 2006

これまで出展している主な展示会
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次世代に引き継ぐ環境に配慮

4
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z LCA（ライフサイクルアセスメント）：その製品の原料

採取から製造、使用、廃棄・リサイクルに至る過程でど

れほどの環境影響を与えたかを定量的に評価する手

法のこと。

� P.36～41「エコプロダクツ」を参照

� P.42～49「エコファクトリー」を参照

理念

日立金属グループは「最良の会社」を具現して社会に貢献することを経営の基本理念と

している。この基本理念に基づき、人類共通の財産を後世へ健全な状態で承継するため

に、環境配慮を経営上の重要課題として位置付け、地球環境、地域社会環境の保全を積

極的に推進する。

日立金属グループ環境保全基本方針

スローガン

●地球環境保全は人類共通の重要課題であることを認識し、環境と調和した持続可能な

社会の実現を経営の最優先課題の一つとして取り組み、社会的責任を果たす。

●地球環境保全および資源有限性への配慮に関するニーズを的確に把握し、これに対応

する高度で信頼性の高い技術および製品を開発することにより社会に貢献する。

1. 環境関連法令の遵守と汚染の予防

国際的環境規制ならびに国、地方自治体および協定などの環境法令を遵守する。遵守を

確実にするために、必要に応じて自主基準を設定する。

また、環境問題の可能性を評価し、汚染の予防に努める。万一、環境問題が生じた場合に

は、環境負荷を最小化するよう適切な措置を講ずる。

2. 環境管理組織の機能整備と監督機能の充実

環境担当役員を頂点としたグループ環境管理組織、運営制度を整備し、環境関連規定の

整備、環境負荷削減目標の設定などにより環境保全活動を推進する。

また、環境保全活動が適切で妥当で有効に行われていることを確認し、環境管理の継続

的改善に努める。

3. LCA（ライフサイクルアセスメント）zを配慮したグローバルなモノづくりの推進

製品の研究開発・設計、生産、流通・販売、使用、廃棄などの各段階における環境負荷の低

減を目指し、以下を重点としたグローバルなモノづくりを推進する。

①エコ製品　②地球温暖化防止　③省資源・リサイクル資源循環　④化学物質管理

4. 海外拠点での環境配慮

グローバルなモノづくりに際しては、当該地域の環境に与える影響に配慮し、地域社会の

要請に応えられる対策を実施するよう努める。

5. 教育訓練と意識の向上

広く社会に目を向け、幅広い観点から、従業員に環境関連法令の遵守の重要性および環

境への意識向上のために環境保全について教育する。

6. 情報開示

環境保全活動についてステークホルダー（利害関係者）への情報開示と積極的なコミュ

ニケーションに努め、相互理解と協力関係の強化に努める。

2001年4月1日　制定
2006年6月22日　改定

行動指針

地球に対して
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地球にやさしい、日立金属グループ

「チーム・マイナス6％」への参加と取り組み内容

日立金属グループの取り組み

日立金属グループは、環境省の推進する地球温暖化防止の国民

運動「チーム・マイナス6％」に参加しています。

「チーム・マイナス6％」とは、京都議定書に定める日本の目標

である、温室効果ガスの排出6％削減を目的とした国民的プロ

ジェクトです。

日立金属グループは以下の取り組みを行っています。

2. 製造工程において省エネルギー対策を積極的に実施し、エネ

ルギー消費の削減に取り組んでいます。�

3. 従業員への教育や社内ポスターの掲示を通じて、全従業員に

対し省エネルギー活動と地球温暖化防止の重要性を呼びか

けています。

4. 広告やホームページ、名刺などに統一キャンペーンロゴを掲

載し、社外へも省エネルギー活動の呼びかけを行っています。

5.「クールビズ」「ウォームビズ」や「ブラックイルミネーション」

などの国民的キャンペーンに積極的に協力しています。

1. 製品の開発段階から省エネルギー対策を積極的に実施し、温

暖化防止製品の開発に取り組んでいます。�

金属　太郎

COOL BIZ Collection 2006
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働きやすい職場づくりと

社会への貢献

5
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さまざまな個性が集まり、互いに切磋琢

磨するところに生まれる真の「和」を追

求する「和則彊」（和すれば強し）は創業

以来の日立金属グループの基本精神で

あり、「人」に対する基本的な考え方が凝

縮されたものともいえます。

これを踏まえたうえで、現在「個性と自

立心が発揮できる経営風土づくり」をめ

ざした活動を続けています。一人ひとり

が専門力を持ち、自ら課題を発見・行動・

解決できる人財となるよう会社として支

援していきます。具体的には、以下の施

策を推進しています。

人材育成

日立金属は、日立金属労働組合と相互信

頼の基盤に立ち、それぞれの基本的権利

と義務を尊重し、労使共通の課題に双方

が誠意をもって臨んでいます。経営方針

や事業計画、経営施策などについて適宜、

審議会を開催し十分な説明を行うととも

に、労働組合の声も聞きながら各種施策

のスピーディな実現に取り組んでいます。

特に2007年4月の（株）NEOMAXとの

合併にあたっては、双方の労使が真摯な

話し合いを持つなかで、合併と同時に労

働組合組織の統合を実現し、早期に合併

のシナジー効果を実現すべく、各種制度

の統合へ向けた動きを開始しています。

また、日立金属グループ各社の労働組合

は、日立金属労働組合とともに日立金属

関連労働組合協議会を形成し、定期的に

日立金属グループの経営方針や経営計

画を説明し、意見交換する場を設け、相

互の理解を深めています。

労使関係

「自発性の尊重」を目的に、2003年より

実施している「選択講座」制は5年目を

迎えました。また、自立した個の集団づ

くりと、職場の信頼関係を築き会社への

求心力を高める施策としてスタートし

た、目標管理をベースとした「面談制度」

も徐々に定着・浸透しており、現在の「個

性と自立心が発揮できる経営風土づく

り」を下支えする制度となっています。

2007年度から、当社の基本である「モ

ノづくり」力をさらに強化する視点で、新

しい考え方に基づくさまざまな研修を導

入するなかで、自ら課題を発見・行動・解

決できる人財の育成を図っています。グ

ローバル展開が進むなかで「マザー事

業所としての体制づくり」を基本コンセ

プトとした全社運動「WING '08」にお

ける活動とも連携をとりつつ、今後も積

極的に推進していきます。

研修・教育制度

◎ 革新型戦略人材を育成
◎「個の自立」を支援する
キャリア形成の重要性を自覚し（自己責任で醸成する風土を創る）

●キャリアパス・アセスメントの実施

●早期企業家育成制度　

●スペシャリティを評価し、力のある者が伸び

る環境を創る

●キャリア育成システムの導入（キャリア登録、

自己申告、公募、FA）

●キャリアデザイン研修、キャリア面談の実施　

従業員に対して
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従業員一人ひとりの人格・人権を尊重し、

人種や性別・障がいの有無などで差別的

な取り扱いのない、お互いが信頼し合い

個々人がその能力を存分に発揮できる

ような職場環境づくりは、「最良の会社」

を具現するうえでの基本であるとの認識

のもと、各種の施策を推進しています。

セクシャルハラスメントなどの問題につ

いては相談窓口の設置はもちろんのこ

と、今般の法改正を踏まえ、適宜ニュー

スやパンフレットなどを掲示・配布するな

どの取り組みを行っています。

また、会社の仕組みを整えるだけでなく、

従業員自身の人権意識を高める視点か

ら、階層別研修などさまざまな機会を通

じて人権問題に関する研修時間を設定す

るなど、啓発活動にも力を入れています。

人権の尊重

障がい者雇用の分野では、1998年に当

社グループの出資で（株）ハローを特例

子会社として設立し、さらに2006年に当

社グループの（株）桑名クリエイトが特例

認定を受けるなど、障がい者とともに働

ける職場づくりを強力に推進し、地域社会

においても一定の評価を得ています。

徐々に雇用率も上昇してきており、今後、

よりいっそうの充実を図る計画です。

次世代育成支援施策としては、育児・介

護休職制度はもちろんのこと、短縮勤務

制度や出産・介護を機に退職された方の

再雇用制度を1992年よりいち早く導入

するなど、先進的な取り組みを行ってい

ます。今後は、本制度の運用面での拡充

を図る計画です。

障がい者雇用率推移（日立金属単独）

障がい者雇用・次世代育成支援

2006年度　安全衛生重点目標

～「こころ」を伝えるコミュニケーションで「安全（意識と行動）の流れ」を創ろう

グローバル展開の中で「マザー事業所」としてふさわしい安全管理レベルをめざして安

全活動を実施してきましたが、2006年度は労働災害が多発しました。年初に「安全は全て

に優先」を再認識し、猛省のもと改めて基本行動の実直なる実践に取り組んでおります。安

全活動はモノづくりの基盤である

ことから、「モノづくりのプロのプ

ライド」と「自らの行動に責任」に

重点をおき、災害撲滅に向けて

取り組んでいきます。

労働災害撲滅の取り組み

2.0
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雇用率 
障がい者雇用率 

03年度 04年度 05年度 06年度 

法定雇用率 

工場見学などの受け入れ

教育活動や地域活動の一環として、学校

や地域団体の工場見学などを積極的に

受け入れています。

社会貢献活動

桑名工場 小学校社会科見学受け入れ 年間のべ280名程度　　　
安来工場 小学校社会科見学受け入れ 年間のべ380名程度　　　
熊谷工場 中学校体験実習受け入れ 年間5名を1～2週間
山崎製作所 小学校見学受け入れ 年間150名程度
日立金属若松 小学校見学受け入れ 年間52名

地域に対して

00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 

災害発生件数（件） 休業度数率 
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労働災害件数の推移および
労働災害発生頻度
（休業度数率）

休業度数率：労働時間100万時間に発生
した休業災害の発生件数の
指数
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スポーツ大会などの主催・協賛

工場のある地域を中心に、青少年の健全

な育成を支援するために、小・中高生を

対象として野球・バレーボールなどのス

ポーツ大会を「日立金属杯」として主催し、

また、地域の行政と一体となって各種ス

ポーツイベントへの協賛を行っています。

地域の清掃活動

地域の美化活動の一環として、各地で清

掃活動や花壇の手入れなどを展開して

います。

その他活動

熊谷工場の会社施設を利用し

ての当社従業員による｢少年剣

道教室｣に対し、（財）全日本剣

道連盟より感謝状をいただき

ました。

九州工場 苅田町ふれあいマラソン大会 運営役員派遣10名、参加者458名

真岡工場 和彊杯バレーボール大会 48チーム 553名

桑名工場
日立金属旗争奪中学生野球大会 17校 約400名

西部地区少年野球大会 4チーム 約70名　　　

安来工場 日立金属杯中学校親善スポーツ大会 145校 1,291名

熊谷工場 熊谷さくらマラソン協賛 運営役員派遣 のべ300名

鳥取工場 日立金属杯中学校バレーボール大会 81校 約1,000名

日立金属若松 北九州市若松区中学校野球大会 運営役員派遣 35名

九州工場 JR苅田駅前清掃活動 年間のべ80名程度

真岡工場 城山公園清掃活動 年間のべ40名程度

桑名工場 城南神社奉仕活動 年間のべ50名程度

熊谷工場 JR籠原駅前南口清掃活動 年間のべ250名程度

鳥取工場 JR鳥取駅美化活動、久松公園美化運動など 年間のべ750名程度

日立金属若松 岩屋海岸清掃活動、響灘産業道路周辺花壇整備 年間のべ154名

日立フェライト電子 鳥取砂丘清掃活動 年間のべ90名程度

日立金属アドメット 千葉美浜倉庫の駐車場をサンスポ千葉マリンマラソンの給水所として開放。

若松区中学校野球大会 熊谷さくらマラソン
従業員もブラスバンドとして参加

駅前清掃活動海岸清掃活動

日立金属杯中学校親善スポーツ大会 日立金属杯中学校バレーボール大会

苅田町ふれあいマラソン大会への
協賛金授与

日立金属旗争奪 中学生野球大会 和彊杯バレーボール大会

熊谷さくらマラソン

地域清掃活動 駅前清掃活動

駅前清掃活動 駅前清掃活動
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